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（仮称）名岐道路（一宮～一宮木曽川） 環境影響評価方法書についての知事意見 

都市計画決定権者は、以下の事項について十分に検討した上で、適切に環境影響評

価を実施し、その結果を踏まえ環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成

する必要がある。 

１ 全般的事項 

（１）事業計画及び工事計画の具体化に当たっては、環境の保全に関する最新の知見

を考慮し、最善の利用可能技術を導入するなど、より一層の環境影響の低減につ

いて検討すること。 

（２）事業計画及び工事計画の詳細が明らかになっていないことから、具体化した計画

の内容及びその検討の経緯を準備書に記載すること。 

（３）環境影響評価の各項目の調査地点及び予測地点が示されていないことから、これ

らの地点について、今後、具体化される事業計画、工事計画等を踏まえ、妥当性を

十分に検討した上で適切に設定するとともに、その設定理由を準備書にわかりや

すく記載すること。 

（４）環境影響評価の実施中に環境への影響に関し新たな事実が生じた場合等におい

ては、必要に応じて、選定された項目及び手法を見直し、調査、予測及び評価を

行うこと。 

（５）本事業と同様の構造である既設の高架・平面併設道路の工事時の渋滞や騒音等の

状況の把握に努め、得られた情報等を踏まえ、工事計画を検討すること。 

２ 大気質、騒音 

（１）本事業は、国道 22号上に嵩上式（高架構造）の道路を整備するとともに、イン

ターチェンジ及びジャンクションを設置する計画であり、対象事業実施区域（以下

「区域」という。）内に住宅等が存在することから、大気質及び騒音（以下「大気

質等」という。）による生活環境への影響が懸念される。

このため、嵩上式（高架構造）の道路及び平面部の国道 22 号等を走行する自動

車による大気質等の複合影響並びにインターチェンジ部及びジャンクション部を

走行する自動車による大気質等の影響について、適切に調査、予測及び評価を行

い、その結果を踏まえ適切な環境保全措置を検討し、環境影響を回避、低減するこ

と。 

また、予測に用いる計画交通量の推計方法や、推計に用いた前提条件を準備書に

具体的に記載すること。

（２）建設機械の稼働に係る大気質等の影響について、適切に調査、予測及び評価を行

い、その結果を踏まえ適切な環境保全措置を検討し、環境影響を回避、低減するこ

と。 
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３ 水質 

工事計画が明らかになっておらず、区域及びその周辺には河川等が存在している

ことから、濁水の流出による影響が懸念される。 

このため、工事の実施に係る水の濁りの影響について、適切に調査、予測及び評

価を行い、その結果を踏まえ適切な環境保全措置を検討し、環境影響を回避、低減す

ること。 

４ 動物 

（１）区域及びその周辺には日光川や水田が存在しており、サギ類、シギ・チドリ類

等の鳥類の生息が想定されることから、道路（嵩上式）の存在による鳥類への影

響が懸念される。

   このため、区域及びその周辺のサギ類、シギ・チドリ類等の鳥類の生息時期を

踏まえて調査期間を設定するとともに、国道 22 号を越えて飛翔する鳥類の状況

を把握できるように日光川及び水田の付近等に調査地点を設定した上で、鳥類へ

の影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ適切な環境

保全措置を検討し、環境影響を回避、低減すること。 

（２）現地調査において、重要な種が確認された場合には、必要に応じて専門家等の指

導・助言を得ながら、適切な環境保全措置を検討すること。 

５ その他 

準備書の作成に当たっては、住民等の意見を十分に検討するとともに、わかりやす

い図書となるよう努めること。 
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